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１．ＪＡＳ制度の概要について

・根拠法令⇒ 農林物資の規格化及び品質
表示の適正化に関する法律
（昭和４５年）

通称：ＪＡＳ法

・基本的な柱：ＪＡＳ規格と品質表示基準

任意格付 義務表示
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(目的)

農林水産大臣が農林物資について定めた日
本農林規格(Japan Agricultural Standard)の
通称で、

①食品等の品質の改善
②生産の合理化
③取引の単純公正化
④使用又は消費の合理化

を図り、もって公共の福祉の増進に寄与する

(1) ＪＡＳ規格とは？
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¸ ＪＡＳ規格の内容

・一般に、①適用の範囲、②定義、③

基準、④測定方法から構成。

・ 基準として２タイプ

品位、成分、性能その他の品質につい
ての基準を定めたもの(一般ＪＡＳ規格)

生産方法や特色ある原材料についての
基準を定めたもの(特定ＪＡＳ規格)
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¸ 一般のＪＡＳ規格

ー品位、成分等のＪＡＳ規格ー

[ハム類のＪＡＳ規格(ボンレスハム(特級)）]

・赤肉中の水分 ：７２％以下

・赤肉中の粗たんぱく質：１８％以上

・保存料、増粘安定剤 ：使用せず

[異性化液糖のＪＡＳ規格]

・糖分 ：７０％以上

・果糖含有率 ：３５％以上
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¸ 特定ＪＡＳ規格

ー生産の方法等についてのＪＡＳ規格①ー

[地鶏肉のＪＡＳ規格]
・在来種に由来する血液の百分率が５０％以上の鶏の
品種で、出生の証明ができるもの。

・２８日齢以降、平飼いで飼育していること。

・２８日齢以降、１平方メートル当たり１０羽以下で飼育
していること。

・ふ化日から８０日間以上飼育していること。

[熟成ハム類のＪＡＳ規格]

・原料肉の塩漬期間が７日間以上であること。

・通常のＪＡＳ規格の特級の品質を有していること。
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¸ 有機農産物ＪＡＳ規格

ー生産の方法等についてのＪＡＳ規格②ー

[有機農産物・有機農産物加工食品のＪＡＳ規格]

・化学肥料、農薬の使用を避けることを基本。

・種まき又は植えつけ時からさかのぼって２年以上、
禁止された農薬や化学合成肥料を使わない。

・遺伝子組換え作物や放射線照射作物は不可。

・有機農産物加工食品については、水と食塩を除いた
原材料のうち、有機以外の原材料の割合が５％以下。

「有機」・「オーガニック」と
表示できるのはＪＡＳ品だけ！
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¸ 有機畜産のＪＡＳ規格

ー生産の方法等についてのＪＡＳ規格③ー

[規格のポイント]

・飼料は主に有機農産物を与える。

・野外への放牧などストレスを与えずに飼育すること。

・抗生物質等を病気の予防目的で使用しないこと

・遺伝子組換え技術を使用しないこと

[有機飼料のＪＡＳ規格と併せて制定]
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¸ 生産情報公表ＪＡＳ規格

ー生産の方法等についてのＪＡＳ規格③ー

[生産情報公表ＪＡＳ規格]

・食品の生産情報を生産者が正確に記録・保管し、事

実どおりに公表。

・生産情報の公表の方法は、店頭での表示だけでな

く、インターネット、ＦＡＸなどでもＯＫ。

生産情報公表牛肉：１５年１２月～

生産情報公表豚肉：１６年 ７月～

生産情報公表農産物：１７年７月～ 登録認定機関名
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(目的)

食品の表示の適正化を図り一般の消費者の商
品の選択に役立てること

(対象)

一般の消費者に販売されるすべての飲食料品

(概要)

大きく「生鮮食品」と「加工食品」に分けて、表示
すべき事項（義務表示事項）と表示禁止事項を
規定

(2) 品質表示基準とは？
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¸ 品質表示基準の仕組み

Â 生鮮食品の表示

Â 加工食品の表示

個別食品
の表示
（米など）

遺伝子組
換え食品
の表示

有機農産
物の表示
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¸ 品質表示を行う者

生鮮食品⇒販売業者（包装等を行う者を含む）

加工食品⇒製造業者、加工包装業者、輸入業者
（販売業者が表示する場合には販売業者）

小売販売業者 ：容器・包装又は製品に近接した掲示

その他の販売業者：容器・包装又は送り状・納品書等

すべての関係業者：容器・包装

表示の様式が定められていることに注意！
（名称、原材料名、内容量、固形量、内容総量、
賞味期限、保存方法、原産国名、製造者の順）
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ＪＡＳ法

施 行 令

施行規則

ＪＡＳ規格制度 品質表示基準制度

個別品質表示基準

横断的品質表示基準

ＪＡＳ制度のまとめ
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２．生産情報公表ＪＡＳについて
ー生産の方法等についてのＪＡＳ規格ー

・食品の生産情報を生産者が正確に記録・保管し、
事実どおりに公表。

・生産情報の公表の方法は、店頭での表示だけでなく、

インターネット、ＦＡＸなどでもＯＫ。

生産情報公表牛肉：１５年１２月～

生産情報公表豚肉：１６年 ７月～

生産情報公表農産物：１７年７月～ 登録認定機関名
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平成13年9月：国内でBSEが発生

⇒牛肉の消費が急激に減少
⇒「安全」と「安心」の確保が急務

特定危険部位（脳など）の除去や
全頭検査など

科学的知見の蓄積や生産・流通
過程の透明性確保など
⇒EUはﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ制度を導入

安全の確保

安心の確保

¸ 生産情報公表ＪＡＳができた背景
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牛(生産・と畜段階) 牛肉（流通段階）

出生 異動 とさつ 枝肉 部分肉 精肉など

管理者 と畜者 販売業者など

牛トレーサビリティ制度の概要

個体識別番号：耳標に印字 個体識別番号：表示・伝達

平成15年12月１日から 平成16年12月1日から

ＤＮＡ鑑定による枝肉と精肉の個体識別番号の一体性確認を実施
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牛肉について義務化が必要となった理由

BSEのまん延防止措置の的確な実施

BSEの患畜発生時における、迅速かつ的確な
関連牛の特定及び所在地などの把握

牛肉に対する消費者の信頼（安心）の確保

牛肉にかかる牛の個体識別情報の提供などに
よる牛肉の生産過程の透明性などの確保
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1997年４月 モデル事業開始
2001年９月 ＢＳＥ発生

10月 すべての牛の個体識別のため
の緊急事業開始

2002年６月 すべての牛への耳標装着完了
７月 ＢＳＥ特別措置法制定
10月 牛の個体識別情報の提供開始

2003年２月 牛の個体識別に加え牛肉のト
レーサビリティを義務化する
法案を国会提出

６月 公布

牛の個体識別システムの経緯
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食品のトレーサビリティ

トレーサビリティとは

・原材料の出所や製造元・販売先などの記録によ
り、食品の情報を把握できるようにする仕組み

トレーサビリティ： 追跡可能性と訳される

トレーサビリティのねらい

・問題が生じた際の原因究明や食品の追跡・回収
・食卓から農場までの経路を明らかにすることで、
食品の安全性や品質、表示に対する信頼を確保



食品のトレーサビリティ システムの取組

生産者、事業者
が自主的に設定

食品全般

国産牛肉
以外

無

自主的取組に
対する支援

食品ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘ
ﾃｨ ｼｽﾃﾑ

（上記情報）

飼料、医薬品な
ど

牛肉

輸入牛肉
も含む

有

任意

生産情報公
表ＪＡＳ規格

生年月日、性別、
種別、飼養地、
管理者など

特定牛肉

国産牛肉

有

義務

牛ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ
制度

記録する情報対象法制度
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¸ 生産情報公表ＪＡＳの仕組み

生産者・販売業者
個々の食品の生産情報を
正確に記録・保管・公表

認定申請 認定

登録認定機関

登録申請 登録

農林水産大臣

消費者

ＪＡＳマーク

生産情報公表ＪＡＳ規格を
農林物資ごとに制定

認定生産行程管理者等の認定

認定生産行程管理者
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生産情報公表ＪＡＳの現状

17年10月17日

17年 7月30日

17年 6月30日

農産物

16年11月 8日

16年11月 1日

16年 7月25日

16年 6月25日

豚肉

16年 6月21日
認定外国生産行程
管理者等の認定

16年 4月15日
認定生産行程管理
者等の認定

16年 3月15日
登録認定機関の登
録

15年12月 1日規格の施行

15年10月31日規格の告示

牛肉

注：牛肉及び豚肉の場合は、認定小分け業者の認定も実施
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・ 公表する生産情報について（牛肉、豚肉）

個体識別番号（又は荷口番号、豚群識別番号）、生
産情報の公表の方法、名称（生産情報公表○○）、
原産地、内容量、販売者名、販売者住所など

出生年月日、管理者の氏名、管理開始年月日、
とさつ年月日、管理者の連絡先、と畜場の名称、
給餌飼料、使用した動物用医薬品など

牛肉：雌雄の別と牛の種別 豚肉：個体識別番号

店頭での表示

インターネット等で公表



23

【生産情報公表牛肉のJAS規格のイメージ】

アクセス
生産情報の
管理体制を
認定

認定

登録認定機関

肥育農家等

出生の年月日：○年○月○日

雌雄の別 ：雌

管理者の氏名：農林太郎

管理者の住所：○県○市

管理の開始の年月日：○年○月○日

牛の飼養のための施設の所在地：○県○市

飼養の開始の年月日：○年○月○日

とさつの年月日：○年○月○日

牛の種別 ：黒毛和種

～略～

管理者が給餌した飼料の名称：牧草、大豆油かす、
○○組合飼料・・・

管理者が使用した動物用医薬品の薬効別分類及び
名称：ホルモン剤（黄体ホルモン）・・・

名称：牛もも肉（生産情報公表牛肉）

原産地：国産 個体識別番号：○○○○○○

内容量：２００グラム

販売者：○○○株式会社

住所：○県△市□□ ○○×番地

生産情報の公表の方法：http://www.??.co.jp

 

・生産情報公表
・記録の管理

生産
情報

消費者
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【生産情報公表豚肉の表示・公表事項のイメージ】

アクセス

個体識別番号 ○○○○○○

出生の年月日 ○年○月○日

管理者の氏名又は名称 農林太郎

管理者の住所 ○県○市○町○番地

管理の開始の年月日 ○年○月○日

豚の飼養のための施設の
所在地 ○県○市○町○番地

飼養の開始の年月日 ○年○月○日

とさつの年月日 ○年○月○日

豚の管理者の連絡先 電話番号

と畜者の氏名又は名称 ○○食肉卸売市場

と畜者の連絡先 電話番号

と畜場の名称 ○○市と畜場

と畜場の所在地 ○県○市○町○番地

管理者が給餌した飼料の名称 大豆油かす、○○印配合飼料・・

管理者が使用した動物用医薬
品の薬効別分類及び名称 サルファ剤（サルトキシン末）・・・

名称：豚もも肉（生産情報公表豚肉）

原産地：国産 個体識別番号：○○○○○○

内容量：２００グラム

販売者：○○○株式会社

住所：○県△市□□ ○○×番地

生産情報の公表の方法：http://www.??.co.jp

 

消費者

容器又は包装の表示例

公表情報の例

個体識別番号
荷口番号

豚群識別番号

インターネット、
ＦＡＸ、店頭表示等

30頭以内
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¸ 生産情報公表牛肉と牛トレサ制度

Â牛トレーサビリティ制度は全ての国産牛肉に
情報の記録・公表を義務付け

Â生産情報公表のＪＡＳ規格は、意欲のある生
産者・販売者が対象(任意の規格)

Â国が登録した第三者機関（登録認定機関）の
認定が必要

一方

①意欲のある生産者・販売者が対象
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Â 与えた飼料や動物用医薬品の情報

Â 牛の管理者の氏名（必須）

Â 飼養施設の所在地（必須） なども公表

生産情報公表ＪＡＳ規格では、さらに・・・

②公表される生産情報が幅広い

牛トレーサビリティ制度による公表情報

Â個体識別番号、出生年月日、雌雄の別、とさつ

年月日、牛の種別、管理者の氏名（任意）など
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一方、

③輸入牛肉も対象

Â牛トレーサビリティ制度は国産牛肉のみが
対象

Â生産情報公表のＪＡＳ規格は国産・輸入を
問わず、すべての牛肉が対象



28

Č生産情報が正確に公表されて
いる牛肉であることがすぐ分かる。

Čインタネットなどにアクセスして
牛肉の生産情報を入手できる。

 

登録認定機関名

④消費者がすぐ分かる仕組み

Â生産情報が公表される牛肉には生産情報
公表ＪＡＳマークを表示
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３．地鶏肉のＪＡＳ規格について

ー生産の方法等についてのＪＡＳ規格ー

[特定ＪＡＳ規格]
・在来種に由来する血液の百分率が５０％以上の鶏の
品種で、出生の証明ができるもの。

・２８日齢以降、平飼いで飼育していること。

・２８日齢以降、１平方メートル当たり１０羽以下で飼育
していること。

・ふ化日から８０日間以上飼育していること。

・地鶏肉の品質に関する表示の基準がある。
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（１）在来種に由来する血液の百分率が５０％以上の鶏

の品種で、出生の証明ができるもの。

軍 鶏 名古屋種

１００％

軍 鶏 レグホン
ロードアイラン
ドレッド

７５％

５０％

在来種については、明治時代までに国内で成立し又は導入され定着した鶏種
として地鶏肉のＪＡＳ規格の別表において３８種類指定されている。

① 文化財保護法により、特別天然記念物に指定されている日本鶏
例：比内鶏、軍鶏（しゃも）、矮鶏（ちゃぼ）、烏骨鶏、薩摩鶏 等

② 天然記念物以外の日本鶏で、明治時代までに国内で成立し定着した鶏種
例：名古屋種、会津地鶏、対馬地鶏、熊本種 等

③ 上記以外の鶏種で、明治までに導入され定着した鶏種
例：黄斑プリマスロック、ロードアイランドレッド 等
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（２）２８日齢以降、平飼いで飼育していること。

雛は、その成長段階に応じて、小雛、中雛、大雛と呼ばれているが、地
鶏といわれるものは、中雛から大雛にかかる時点が約２８日齢で、それ
までは衛生、保温状態等を特に管理しながら育てる必要がある。

それ以降は、特徴ある飼い方で育てる。

（３）２８日齢以降、１㎡当たり１０羽以下で飼育

鶏種により出荷時の体重が異なり、その鶏種により飼育密度は自ずと決

まってくるものであるが、地鶏といわれるものは通常３．３㎡当たり、３０羽
程度が限度といわれている。

また、フランスのラベルルージュ制度においては、１㎡当たり１１羽以下、
ブロイラーの飼育密度は１㎡当たり１５～１８羽
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（４）ふ化日から８０日間以上飼育していること。

¸ ブロイラーは５０～５５日齢出荷

¸ 銘柄鶏は７０～８０日齢で出荷

阿波尾鶏の場合、性成熟が、７５日齢で始まり８６日
齢で完成すると推測されている。

性成熟日齢に達すると雄は肉が硬くなり、雌は脂肪
が増える傾向にある。

地鶏は成鶏になる前に出荷される傾向がある。
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（５）地鶏肉の品質に関する表示の基準

¸ 名称

¸ 組合せ

¸ 飼育期間

¸ 飼育方法

¸ 内容量

¸ 消費期限

¸ 保存方法

¸ 生産業者の氏名又は名称及び住所
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地鶏肉の仕組み

農林水産大臣

登録認定機関

生産農家
食鳥処理業者

（生産行程管理者）
小分け
業者

小
売
業
者

消
費
者

認定・監査

登録・監査
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４．有機畜産のＪＡＳ規格について

ー生産の方法等についてのＪＡＳ規格③ー

[規格のポイント]

（１）対象となる家畜・家きんの種類

① 家 畜：牛、馬、めん洋、山羊及び豚

② 家きん：鶏、うずら、あひる及びかも（アイガモを含む）

（２）有機飼料の給与

① 家畜糞尿の還元等により土作りを行い、環境への負

荷をできる限り低減して生産された農産物に由来する飼

料等を給与すること。

② 遺伝子組換え技術を用いて生産された飼料、動物由

来飼料（乳及び水産物を除く）及び抗生物質を含む飼料

は除く。
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（３）生理学的・行動学的要求を尊重した飼養管理

① 畜舎及び野外の飼育場は、畜種等に応じた一頭当

たりの最低面積が確保されていること。

② 野外の飼育場への自由な出入りが可能であるか、

週２回以上出すこと。

③ 安全又は健康の確保、識別、外科的去勢以外の目

的で、家畜、家きんを故意に傷つけないこと。

（４）動物用医薬品の使用制限

① 適切な飼養管理により疾病予防に努め、動物医薬

品の使用を避けること。

② ワクチン等を除き動物医薬品及び抗生物質の予防

目的での使用は禁止。治療目的でこれらを使用した場

合は、法定期間の２倍以上の期間をおいて搾乳、と殺

又は採卵すること
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有機畜産物のＪＡＳ規格制定のための論議の途上におい
て、我が国の畜産農家は資料を外部から購入する割合が
高いことから、畜産農家の有機飼育を行うために必要な飼
料についても、外部から購入した飼料の有機性を担保する
必要があることから、有機飼料のＪＡＳ規格を定めることが
求められている。

このため、調査会部会（有機飼料部会）を別途立ち上げて
有機飼料に係る検討を行い、有機飼料の生産及び加工の
基準等を規定した有機飼料のＪＡＳ規格についても定める
こととなった。

有機飼料のＪＡＳ規格も併せて制定
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[規格のポイント]
（１）有機生産された農産物又は乳並びにそれらの加工品
を主たる原料とすること。

（２）非有機の農畜産物（（１）と同種のもの及び乳以外の畜
産物は不可。）及び水産物並びにそれらの加工品につ
いては、合計で全重量の５％まで使用可能。（放射線及
び組換えＤＮＡ技術の利用は不可。）

（３）飼料添加物は、原則として天然物質又は科学的処理
を行っていない天然物質に由来するものに限る。（抗生
物質、組換えＤＮＡ技術の利用は不可。）
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えさは有機飼料を与
えます。
もちろん、抗生物質
は混入していません
。

疾病予防に努め、
できるだけ医薬品
を使用しないよう
にしています。

日当たりと風通し
のよい清潔な畜舎、
自由に出入りでき
る放牧場など、ス
トレスを与えない
飼養管理をしてい
ます。

非有機の畜産物と
分別して集乳しま
す。

非有機の畜産物と
混合しないように
管理します。

さらに、これらの基準を満たして生産・加工されることについて、登録認定機関による認定を受けることが必要です

生 産過程 加 工過程

有機畜産物の生産・加工のイメージ（酪農の例）

〈一般原則〉
・有機飼料の給与、低ストレスの飼養管理、動物医薬品
の使用回避

〈飼料〉
・農産物由来飼料は全量有機生産されたものであること。
〈飼養管理〉
・餌・水への自由なアクセス、適切な飼養密度、野外への
自由なアクセス等家畜の生理学的・行動学的要求を尊
重した低ストレスな飼養管理の実施。

〈健康管理〉
・生理学的要求に適合した飼料給与、低ストレスな飼養管
理等を通じて家畜の抗病性を高め、疾病予防に努める。

〈記録と個体識別〉
・個体又は群毎に飼料、治療、移動等に関する記録を保存

〈原材料〉
・食塩及び水を除いた原材料のうち、有機食品以外の原材料の

占める割合は、５％以下であることが必要。
〈製造管理〉
・加工、貯蔵、輸送の各段階において、非有機食品と混合しない
ように管理。




